
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
百
五
十
一
の
二
の
項
を
百
五
十
一
の
二
の
五
の
項
と
し
、
百
五
十
一
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

百
五

地
域
連
携
薬

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

一
万
千
円

認
定
申
請

十
一

局
認
定
申
請

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
二

手
数
料

る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

百
五

地
域
連
携
薬

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

一
万
千
円

更
新
申
請

十
一

局
認
定
更
新

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
二

申
請
手
数
料

る
法
律
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定

の
二

に
基
づ
く
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の

更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
五

専
門
医
療
機

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

一
万
千
円

認
定
申
請

十
一

関
連
携
薬
局

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
二

認
定
申
請
手

る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定

の
三

数
料

に
基
づ
く
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
五

専
門
医
療
機

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

一
万
千
円

更
新
申
請



十
一

関
連
携
薬
局

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
二

認
定
更
新
申

る
法
律
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定

の
四

請
手
数
料

に
基
づ
く
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審

査

別
表
第
一
の
百
六
十
三
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
六

医
薬
品
の
保

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

三
万
八
千
円

登
録
申
請

十
三

管
の
み
を
行

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
六

う
製
造
所
に

る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項

係
る
登
録
申

の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
製
造
工

請
手
数
料

程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所

に
係
る
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六

医
薬
部
外
品

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
万
六
千
八

登
録
申
請

十
三

の
保
管
の
み

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

百
円

の
と
き
。

の
七

を
行
う
製
造

る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項

所
に
係
る
登

の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
部
外
品
の
製

録
申
請
手
数

造
工
程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製

料

造
所
に
係
る
登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査

百
六

化
粧
品
の
保

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
万
六
千
八

登
録
申
請

十
三

管
の
み
を
行

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

百
円

の
と
き
。

の
八

う
製
造
所
に

る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項

係
る
登
録
申

の
規
定
に
基
づ
く
化
粧
品
の
製
造
工

請
手
数
料

程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所

に
係
る
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査



百
六

医
薬
品
の
保

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
万
百
円

更
新
申
請

十
三

管
の
み
を
行

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
九

う
製
造
所
に

る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項

係
る
登
録
更

の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
製
造
工

新
申
請
手
数

程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所

料

に
係
る
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査

百
六

医
薬
部
外
品

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
万
百
円

更
新
申
請

十
三

の
保
管
の
み

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
十

を
行
う
製
造

る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項

所
に
係
る
登

の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
部
外
品
の
製

録
更
新
申
請

造
工
程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製

手
数
料

造
所
に
係
る
登
録
の
更
新
の
申
請
に

対
す
る
審
査

百
六

化
粧
品
の
保

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
万
百
円

更
新
申
請

十
三

管
の
み
を
行

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

の
と
き
。

の
十

う
製
造
所
に

る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項

一

係
る
登
録
更

の
規
定
に
基
づ
く
化
粧
品
の
製
造
工

新
申
請
手
数

程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所

料

に
係
る
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査

別
表
第
一
の
百
九
十
一
の
九
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
九

地
域
連
携
薬

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
千
円

書
換
え
交

十
一

局
等
認
定
証

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

付
申
請
の

の
九

の
書
換
え
交

る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
八
第
一
項

と
き
。

の
三

付
手
数
料

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
連
携
薬
局
又



は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定

に
関
す
る
証
明
書
の
書
換
え
交
付

百
九

地
域
連
携
薬

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
千
九
百
円

再
交
付
申

十
一

局
等
認
定
証

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

請
の
と
き
。

の
九

の
再
交
付
手

る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
九
第
一
項

の
四

数
料

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
連
携
薬
局
又

は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定

に
関
す
る
証
明
書
の
再
交
付

別
表
第
一
の
百
九
十
一
の
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
九

医
薬
品
、
医

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
千
円

書
換
え
交

十
一

薬
部
外
品
及

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

付
申
請
の

の
十

び
化
粧
品
の

る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
四
第
一

と
き
。

三
の

保
管
の
み
を

項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
、
医
薬

二

行
う
製
造
所

部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
工
程
の

に
係
る
登
録

う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係

証
の
書
換
え

る
登
録
に
関
す
る
証
明
書
の
書
換
え

交
付
手
数
料

交
付

百
九

医
薬
品
、
医

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

二
千
九
百
円

再
交
付
申

十
一

薬
部
外
品
及

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

請
の
と
き
。

の
十

び
化
粧
品
の

る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
五
第
一

三
の

保
管
の
み
を

項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
、
医
薬

三

行
う
製
造
所

部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
工
程
の

に
係
る
登
録

う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係

証
の
再
交
付

る
登
録
に
関
す
る
証
明
書
の
再
交
付

手
数
料



別
表
第
一
の
二
百
三
十
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百

飲
食
店
営
業

食
品
衛
生
法
第

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
七
千
六

許
可
申
請

三
十

等
許
可
申
請

五
十
五
条
第
一

令
（
昭
和
二
十
八

百
円
（
許
可

の
と
き
。

七

手
数
料

項
の
規
定
に
基

年
政
令
第
二
百
二

の
有
効
期
間

づ
く
許
可
の
申

十
九
号
）
第
三
十

満
了
に
際
し

請
に
対
す
る
審

五
条
第
一
号
に
掲

引
き
続
き
同

査

げ
る
飲
食
店
営
業

一
の
営
業
の

の
場
合

許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る

場
合
（
以
下

こ
の
項
に
お

い
て
「
継
続

の
場
合
」
と

い
う
。
）
に

あ
っ
て
は
一

万
四
千
九
百

円
、
露
店
形

態
の
営
業
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
六

千
百
円
）

食
品
衛
生
法
施
行

六
千
百
円

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

の
と
き
。

二
号
に
掲
げ
る
調

理
の
機
能
を
有
す

る
自
動
販
売
機
に

よ
り
食
品
を
調
理

し
、
調
理
さ
れ
た



食
品
を
販
売
す
る

営
業
の
場
合

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
六
百
円

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

（
継
続
の
場

の
と
き
。

三
号
に
掲
げ
る
食

合
に
あ
っ
て

肉
販
売
業
の
場
合

は
、
八
千
八

百
円
）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
六
百
円

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

（
継
続
の
場

の
と
き
。

四
号
に
掲
げ
る
魚

合
に
あ
っ
て

介
類
販
売
業
の
場

は
、
八
千
八

合

百
円
）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

五
号
に
掲
げ
る
魚

場
合
に
あ
っ

介
類
競
り
売
り
営

て
は
、
一
万

業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
六
百
円

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

（
継
続
の
場

の
と
き
。

六
号
に
掲
げ
る
集

合
に
あ
っ
て

乳
業
の
場
合

は
、
八
千
八

百
円
）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。



七
号
に
掲
げ
る
乳

場
合
に
あ
っ

処
理
業
の
場
合

て
は
、
一
万

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

八
号
に
掲
げ
る
特

場
合
に
あ
っ

別
牛
乳
搾
取
処
理

て
は
、
一
万

業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

九
号
に
掲
げ
る
食

場
合
に
あ
っ

肉
処
理
業
の
場
合

て
は
、
一
万

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
号
に
掲
げ
る
食

場
合
に
あ
っ

品
の
放
射
線
照
射

て
は
、
一
万

業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

十
一
号
に
掲
げ
る

の
場
合
に
あ

菓
子
製
造
業
の
場

っ
て
は
、
一



合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

十
二
号
に
掲
げ
る

の
場
合
に
あ

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

っ
て
は
、
一

類
製
造
業
の
場
合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
三
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

乳
製
品
製
造
業
の

て
は
、
一
万

場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
四
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

清
涼
飲
料
水
製
造

て
は
、
一
万

業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
五
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

食
肉
製
品
製
造
業

て
は
、
一
万

の
場
合

八
千
二
百
円

）



食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
六
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

水
産
製
品
製
造
業

て
は
、
一
万

の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
七
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

氷
雪
製
造
業
の
場

て
は
、
一
万

合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
八
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

液
卵
製
造
業
の
場

て
は
、
一
万

合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

十
九
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

食
用
油
脂
製
造
業

て
は
、
一
万

の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
七
千
六

許
可
申
請



令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

二
十
号
に
掲
げ
る

の
場
合
に
あ

み
そ
又
は
し
ょ
う

っ
て
は
、
一

ゆ
製
造
業
の
場
合

万
四
千
九
百

円
）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
七
千
六

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

二
十
一
号
に
掲
げ

の
場
合
に
あ

る
酒
類
製
造
業
の

っ
て
は
、
一

場
合

万
四
千
九
百

円
）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

二
十
二
号
に
掲
げ

の
場
合
に
あ

る
豆
腐
製
造
業
の

っ
て
は
、
一

場
合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

二
十
三
号
に
掲
げ

の
場
合
に
あ

る
納
豆
製
造
業
の

っ
て
は
、
一

場
合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

二
十
四
号
に
掲
げ

の
場
合
に
あ



る
麺
類
製
造
業
の

っ
て
は
、
一

場
合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

二
十
五
号
に
掲
げ

場
合
に
あ
っ

る
そ
う
ざ
い
製
造

て
は
、
一
万

業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
八
千
円

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

（
継
続
の
場

の
と
き
。

二
十
六
号
に
掲
げ

合
に
あ
っ
て

る
複
合
型
そ
う
ざ

は
、
二
万
六

い
製
造
業
の
場
合

千
円
）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

二
十
七
号
に
掲
げ

場
合
に
あ
っ

る
冷
凍
食
品
製
造

て
は
、
一
万

業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
八
千
円

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

（
継
続
の
場

の
と
き
。

二
十
八
号
に
掲
げ

合
に
あ
っ
て

る
複
合
型
冷
凍
食

は
、
二
万
六

品
製
造
業
の
場
合

千
円
）



食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

二
十
九
号
に
掲
げ

の
場
合
に
あ

る
漬
物
製
造
業
の

っ
て
は
、
一

場
合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

三
十
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ

密
封
包
装
食
品
製

て
は
、
一
万

造
業
の
場
合

八
千
二
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

一
万
五
千
四

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

百
円
（
継
続

の
と
き
。

三
十
一
号
に
掲
げ

の
場
合
に
あ

る
食
品
の
小
分
け

っ
て
は
、
一

業
の
場
合

万
三
千
百
円

）

食
品
衛
生
法
施
行

二
万
三
千
百

許
可
申
請

令
第
三
十
五
条
第

円
（
継
続
の

の
と
き
。

三
十
二
号
に
掲
げ

場
合
に
あ
っ

る
添
加
物
製
造
業

て
は
、
一
万

の
場
合

八
千
二
百
円

）

別
表
第
一
の
二
百
七
十
六
の
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
二
百

七
十
七
の
項
中
「
第
十
四
条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「



第
七
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
表
二
百
七
十
八
の
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十

六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
二
百
七
十
九
の
項
中
「
区
画
漁
業
権
」
を
「
個
別
漁
業
権
」
に
、
「

第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
二
百
八
十
の
項
中
「
第
二
十
六

条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
区
画
漁
業
権
」
を
「
個
別
漁

業
権
」
に
改
め
、
同
表
二
百
八
十
一
の
項
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十

「

規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
床
面
積
の
合

計
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
算
定

八
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
三
百
五
十
九
の
二
の
項
中

床
面
積
」
と
い
う
。

）
が
二
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の

「

規
則
で
定
め
る
と

三
百
五
十
九

完
了
検
査

こ
ろ
に
よ
り
算
定

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

し
た
床
面
積
の
合

る
床
面
積
の

完
了
検
査

計
（
以
下
こ
の
項

合
計
の
区
分

通
知
の
と

に
お
い
て
「
算
定

に
応
じ
、
そ

き
。

床
面
積
」
と
い
う
。
れ
ぞ
れ
当
該

）
が
三
百
平
方
メ

手
数
料
額
に

ー
ト
ル
以
上
千
平

六
万
円
（
工

方
メ
ー
ト
ル
以
内

場
、
危
険
物

の
も
の

の
貯
蔵
又
は

処
理
に
供
す

る
も
の
、
水



産
物
の
増
殖

場
又
は
養
殖

場
、
倉
庫
、

卸
売
市
場
、

火
葬
場
、
と

畜
場
、
汚
水

処
理
場
、
ご

み
処
理
場
そ

の
他
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用

の
状
況
が
こ

れ
ら
に
類
す

る
も
の
（
以

下
こ
の
項
、

三
百
六
十
一

の
二
の
項
、

三
百
九
十
九

の
五
の
二
の

項
及
び
三
百

三
百
五
十
九

完
了
検
査

九
十
九
の
五

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

の
三
の
項
に

る
床
面
積
の

完
了
検
査

お
い
て
「
工

合
計
の
区
分

通
知
の
と

場
等
」
と
い

に
応
じ
、
そ

き
。

を

う
。
）
で
あ

に
改
め
、

れ
ぞ
れ
当
該

る
場
合
に
あ

手
数
料
額
に

っ
て
は
、
一

十
二
万
五
千

万
七
千
円
）

円
を
加
算
し

を
加
算
し
た

た
額

額

」



算
定
床
面
積
が
千

三
百
五
十
九

完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
を

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

超
え
二
千
平
方
メ

る
床
面
積
の

完
了
検
査

ー
ト
ル
以
内
の
も

合
計
の
区
分

通
知
の
と

の

に
応
じ
、
そ

き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

七
万
八
千
円

（
工
場
等
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

二
万
二
千
円

）
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
二

三
百
五
十
九

完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

を
超
え
五
千
平
方

る
床
面
積
の

完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の

合
計
の
区
分

通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ

き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
二
万
五
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

五
万
二
千
円

）
を
加
算
し

た
額

」



「
十
六
万
二
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
七
千
円
）
」
を
、
「
に

十
九
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
五
千
円
）
」
を
、
「
二
十

二
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
一
万
七
千
円
）
」
を
、
「
二
十

九
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
千
円
）
」
を
加
え
、
同
表

「

規
則
で

こ
ろ
に

し
た
床

計
（
以

に
お
い

床
面
積

）
が
三

ー
ト
ル

方
メ
ー

の
も
の

算
定
床

平
方
メ

「

超
え
二

規
則
で
定
め
る
と

三
百
六
十
一

完
了
検
査

ー
ト
ル

こ
ろ
に
よ
り
算
定

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

の

し
た
床
面
積
の
合

る
床
面
積
の

完
了
検
査

計
（
以
下
こ
の
項

合
計
の
区
分

通
知
の
と

に
お
い
て
「
算
定

に
応
じ
、
そ

き
。

三
百
六
十
一
の
二
の
項
中

を

床
面
積
」
と
い
う
。
れ
ぞ
れ
当
該

）
が
二
千
平
方
メ

手
数
料
額
に

ー
ト
ル
以
上
五
千

十
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以

円
を
加
算
し



内
の
も
の

た
額

」

算
定
床

千
平
方

を
超
え

メ
ー
ト

も
の

定
め
る
と

三
百
六
十
一

完
了
検
査

よ
り
算
定

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

面
積
の
合

る
床
面
積
の

完
了
検
査

下
こ
の
項

合
計
の
区
分

通
知
の
と

て
「
算
定

に
応
じ
、
そ

き
。

」
と
い
う
。
れ
ぞ
れ
当
該

百
平
方
メ

手
数
料
額
に

以
上
千
平

六
万
円
（
工

ト
ル
以
内

場
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ



て
は
、
一
万

七
千
円
）
を

加
算
し
た
額

面
積
が
千

三
百
六
十
一

完
了
検
査

ー
ト
ル
を

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

千
平
方
メ

る
床
面
積
の

完
了
検
査

以
内
の
も

合
計
の
区
分

通
知
の
と

に
応
じ
、
そ

き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

七
万
八
千
円

に
改
め
、
「
十
六
万
二
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で

（
工
場
等
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

二
万
二
千
円

）
を
加
算
し

た
額

面
積
が
二

三
百
六
十
一

完
了
検
査

メ
ー
ト
ル

の
項
に
掲
げ

申
請
又
は

五
千
平
方

る
床
面
積
の

完
了
検
査

ル
以
内
の

合
計
の
区
分

通
知
の
と

に
応
じ
、
そ

き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
二
万
五
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、



五
万
二
千
円

）
を
加
算
し

た
額

」

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
七
千
円
）
」
を
、
「
に
十
九
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
五
千
円
）
」
を
、
「
二
十
二
万
七
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
一
万
七
千
円
）
」
を
、
「
二
十
九
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
千
円
）
」
を
加
え
、
同
表
中
三
百
八
十
三
の
二
の
項
を
三
百
八
十
三
の

二
の
三
の
項
と
し
、
三
百
八
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百

居
住
環
境
向
上

建
築
基
準
法
第
六
十
条
の
二
の
二
第

十
六
万
円

許
可
申
請

八
十

用
途
誘
導
地
区

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
建
築

の
と
き
。

三
の

内
に
お
け
る
建

物
の
建
蔽
率
又
は
壁
面
の
位
置
に
関

二

築
物
の
建
蔽
率

す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

又
は
壁
面
の
位

審
査

置
の
特
例
許
可

申
請
手
数
料

三
百

居
住
環
境
向
上

建
築
基
準
法
第
六
十
条
の
二
の
二
第

十
六
万
円

許
可
申
請

八
十

用
途
誘
導
地
区

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
高

の
と
き
。

三
の

内
に
お
け
る
建

さ
に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に

二
の

築
物
の
高
さ
の

対
す
る
審
査

二

特
例
許
可
申
請

手
数
料

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
項
中
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、

「



「

床
面
積
が
三
百
平

三
十
八
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

同
表
三
百
九
十
九
の
二
の
二
の
項
中

を

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

」

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

素
建
築
物
適

未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

「

る
場
合
に
あ

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
四
千

っ
て
は
、
一

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

万
八
千
七
百

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

円
）

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

に
、

場
合
に
あ
っ

床
面
積
が
千
平
方

三
十
八
万
千

認
定
申
請

て
は
、
二
万

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

九
千
三
百
円

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

）

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ



て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

」

「

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
八
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

認
定
申
請

て
は
、
一
万

の
と
き
。

八
千
七
百
円

）

を

に
改
め
、
同
表
三
百

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
四
千

認
定
申
請

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

」

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

」

「

床
面
積
が
三

方
メ
ー
ト
ル

千
平
方
メ
ー

未
満
の
も
の

「

床
面
積
が
三
百
平

三
十
八
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と



二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

九
十
九
の
四
の
項
中

を

場
合
に
あ
っ

床
面
積
が
千

て
は
、
二
万

メ
ー
ト
ル
以

九
千
三
百
円

千
平
方
メ
ー

）

未
満
の
も
の

」

百
平

二
十
九
万
七

変
更
認
定

以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

ト
ル

素
建
築
物
適

き
。

合
計
画
で
あ

「

る
場
合
に
あ

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
四
千

変
更
認
定

っ
て
は
、
一

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

万
八
千
七
百

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

円
）

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

に
、

場
合
に
あ
っ

平
方

三
十
八
万
千

変
更
認
定

て
は
、
二
万

上
二

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

九
千
三
百
円

ト
ル

建
築
物
適
合

き
。

）

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）



」

「

床
面
積
が
三
百
平
方

十
一
万
八
千

変
更
認
定

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

建
築
物
適
合

き
。

も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
一
万

八
千
七
百
円

）

を

に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
五

床
面
積
が
千
平
方
メ

十
五
万
四
千

変
更
認
定

ー
ト
ル
以
上
二
千
平

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

建
築
物
適
合

き
。

も
の

計
画
で
あ
る

」

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

」

「

規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
床
面
積
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
床
面
積
」
と

い
う
。
）
が
三
百

「

平
方
メ
ー
ト
ル
以

規
則
で
定
め
る
と

五
十
四
万
三

計
画
提
出

上
千
平
方
メ
ー
ト

こ
ろ
に
よ
り
算
定

千
円

又
は
計
画

ル
未
満
の
も
の



し
た
床
面
積
（
以

通
知
の
と

下
こ
の
項
に
お
い

き
。

床
面
積
が
千
平
方

の
二
の
項
中

て
「
床
面
積
」
と

を

メ
ー
ト
ル
以
上
二

い
う
。
）
が
二
千

千
平
方
メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル
以

未
満
の
も
の

上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の

」

床
面
積
が
二
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上

五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

二
十
九
万
六

計
画
提
出

千
円
（
工
場

又
は
計
画

等
で
あ
る
場

通
知
の
と

合
に
あ
っ
て

き
。

は
、
三
万
四

千
円
）

三
十
八
万
千

計
画
提
出

円
（
工
場
等

又
は
計
画

に
改
め
、
「
六
十
六
万
九
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合

通
知
の
と

に
あ
っ
て
は
、
き
。



四
万
六
千
円

）五
十
四
万
三

計
画
提
出

千
円
（
工
場

又
は
計
画

等
で
あ
る
場

通
知
の
と

合
に
あ
っ
て

き
。

は
、
十
万
七

千
円
）

」

に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
七
千
円
）
」
を
、
「
七
十
九
万
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十
九
万
四
千
円
）
」
を
、
「
九
十
万
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
三
万
九
千
円
）
」
を
、
「
百
十
二
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ「

「

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
五

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円

又
は
計
画

て
は
、
三
十
三
万
円
）
」
を
加
え
、

を

五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

き
。

」



床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
六
千

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
工
場
等

又
は
計
画

千
平
方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
場
合

通
知
の
と

未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

二
万
九
千
二

百
円
）

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
二
千

計
画
提
出

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
工
場
等

又
は
計
画

千
平
方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
場
合

通
知
の
と

に
改
め
、
「
三
十
二
万
円
」
の
下
に
「
（
工

未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

四
万
千
円
）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
五

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
工
場

又
は
計
画

五
千
平
方
メ
ー
ト

等
で
あ
る
場

通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て

き
。

は
、
十
万
円

）

」

場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
円
）
」
を
、
「
三
十
八
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
八
万
五
千
円
）
」
を
、
「
四
十
五
万
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
三
万
円
）
」
を
、
「
五
十
八
万
三
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
九
千
円
）
」
を
加
え
、
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
、

「



床
面
積
が
二
千
平

八
万
四
千
円

方
メ
ー
ト
ル
以
上

「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
に
、

五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

「

床
面
積
が
三
百
平

一
万
八
千
七

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円

又
は
計
画

千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

未
満
の
も
の

き
。

計
画
提
出

床
面
積
が
千
平
方

二
万
九
千
三

計
画
提
出

又
は
計
画

メ
ー
ト
ル
以
上
二

百
円

又
は
計
画

を

に
改
め
、
同
表
三
百

通
知
の
と

千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

き
。

未
満
の
も
の

き
。

」

床
面
積
が
二
千
平

八
万
四
千
円

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

き
。

」

九
十
九
の
五
の
三
の
項
中
「
二
十
三
万
六
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

「

床
面

方
メ

千
平

未
満

「

床
面
積
が
三
百
平

三
十
八
万
千

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円

又
は
計
画

二
万
五
千
円
）
」
を
加
え
、

を

二
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と



床
面

ル
未
満
の
も
の

き
。

メ
ー

」

千
平

未
満

積
が
三
百
平

二
十
九
万
六

計
画
提
出

ー
ト
ル
以
上

千
円
（
工
場

又
は
計
画

方
メ
ー
ト
ル

等
で
あ
る
場

通
知
の
と

の
も
の

合
に
あ
っ
て

き
。

は
、
三
万
四

千
円
）

に
改
め
、
「
五
十
四
万
三
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場

積
が
千
平
方

三
十
八
万
千

計
画
提
出

ト
ル
以
上
二

円
（
工
場
等

又
は
計
画

方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
場
合

通
知
の
と

の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

四
万
六
千
円

）

」

等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
万
七
千
円
）
」
を
、
「
六
十
六
万
九
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
七
千
円
）
」
を
、
「
七
十
九
万
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
九
万
四
千
円
）
」
を
、
「
九
十
万
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
三
万
九
千
円
）
」
を
、
「
百
十
二
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
三
万
円
）
」
を
、
「
九
万
千
六
百
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合

「

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
二
千

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円

又
は
計
画

に
あ
っ
て
は
、
二
万
千
二
百
円
）
」
を
加
え
、



二
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

き
。

「

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
六
千

計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
工
場
等

又
は
計
画

千
平
方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
場
合

通
知
の
と

未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

二
万
九
千
二

百
円
）

を

に
改
め
、
「
二
十
四
万
五
千
円
」

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
二
千

計
画
提
出

」

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
工
場
等

又
は
計
画

千
平
方
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
場
合

通
知
の
と

未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

四
万
千
円
）

」

の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
万
円
）
」
を
、
「
三
十
二
万
円
」
の
下
に
「
（

工
場
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
円
）
」
を
、
「
三
十
八
万
四
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場

等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
八
万
五
千
円
）
」
を
、
「
四
十
五
万
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
三
万
円
）
」
を
、
「
五
十
八
万
三
千
円
」
の
下
に
「
（
工
場
等
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
九
千
円
）
」
を
加
え
、
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
、

「

床
面
積
が
三
百
平

二
万
九
千
三

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円

「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
に
、

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

「

床
面
積
が
三
百
平

一
万
八
千
七

計
画
提
出



方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円

又
は
計
画

千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

計
画
提
出

未
満
の
も
の

き
。

又
は
計
画

を

に
改
め
、
同
表
三
百

通
知
の
と

床
面
積
が
千
平
方

二
万
九
千
三

計
画
提
出

き
。

メ
ー
ト
ル
以
上
二

百
円

又
は
計
画

」

千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

未
満
の
も
の

き
。

」

九
十
九
の
六
の
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一

「

床
面
積
が
三
百
平

三
十
七
万
八

認
定
申

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き

二
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

項
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
、

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

万
九
千
三
百

円
）

「

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

「

請

る
場
合
に
あ

床
面
積
が
三
百
平

。



っ
て
は
、
一

方
メ
ー
ト
ル
以
上

万
八
千
七
百

二
千
平
方
メ
ー
ト

円
）

ル
未
満
の
も
の

を

に
、

床
面
積
が
千
平
方

三
十
七
万
八

認
定
申
請

メ
ー
ト
ル
以
上
二

千
円
（
建
築

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

」

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

万
九
千
三
百

円
）

」

「

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
五
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

エ
ネ
ル
ギ
ー

未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

十
五
万
千
円

認
定
申
請

場
合
に
あ
っ

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

て
は
、
一
万

ネ
ル
ギ
ー
消

八
千
七
百
円

費
性
能
向
上

）

基
準
適
合
計

を

に
改
め
、

画
で
あ
る
場

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
千
円

認
定
申
請

合
に
あ
っ
て

メ
ー
ト
ル
以
上
二

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

は
、
二
万
九

千
平
方
メ
ー
ト
ル

ネ
ル
ギ
ー
消

千
三
百
円
）



未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

」

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
九

千
三
百
円
）

」

同
表
三
百
九
十
九
の
七
の
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三

十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
八
の
項
中
「
第
三
十
一

条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項

「

床
面
積
が
三
百
平

二
十

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ

未
満
の
も
の

ー
消

向
上

「

合
計

床
面
積
が
三
百
平

三
十
七
万
八

変
更
認
定

る
場

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

っ
て

二
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

万
八

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

円
）

向
上
基
準
適

」
に
、

を

合
計
画
で
あ

床
面
積
が
千
平
方

三
十

る
場
合
に
あ

メ
ー
ト
ル
以
上
二

千
円

っ
て
は
、
二

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ

万
九
千
三
百

未
満
の
も
の

ー
消

円
）

向
上

」

合
計

る
場

っ
て



万
九

円
）

「

九
万
三

変
更
認
定

床

（
建
築

申
請
の
と

方

ネ
ル
ギ

き
。

千

費
性
能

未

基
準
適

画
で
あ

「

合
に
あ

床
面
積
が
三
百
平

十
五
万
千
円

変
更
認
定

は
、
一

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

千
七
百

二
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

に
、

基
準
適
合
計

を

七
万
八

変
更
認
定

画
で
あ
る
場

床

（
建
築

申
請
の
と

合
に
あ
っ
て

メ

ネ
ル
ギ

き
。

は
、
二
万
九

千

費
性
能

千
三
百
円
）

未

基
準
適

」

画
で
あ

合
に
あ

は
、
二

千
三
百

」

面
積
が
三
百
平

十
一
万
五
千

変
更
認
定

メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

平
方
メ
ー
ト
ル

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。



満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
一
万

八
千
七
百
円

）

に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
九
の
項
中
「
第
三

面
積
が
千
平
方

十
五
万
千
円

変
更
認
定

ー
ト
ル
以
上
二

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

平
方
メ
ー
ト
ル

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
九

千
三
百
円
）

」

十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第

一
項
」
に
、
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
十

「

床
面
積
が
三
百
平

三
十

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円

二
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ

ル
未
満
の
も
の

ー
消

基
準

の
項
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、

築
物

場
合

て
は

九
千



）

「

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

築
物
で
あ
る

「

七
万
八

認
定
申
請

場
合
に
あ
っ

床

（
建
築

の
と
き
。

て
は
、
一
万

方

ネ
ル
ギ

八
千
七
百
円

二

費
性
能

）

ル

適
合
建

を

に
、

で
あ
る

床
面
積
が
千
平
方

三
十
七
万
八

認
定
申
請

に
あ
っ

メ
ー
ト
ル
以
上
二

千
円
（
建
築

の
と
き
。

、
二
万

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

三
百
円

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

基
準
適
合
建

」

築
物
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

」

「

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
五
千

認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と

千
平
方
メ
ー
ト
ル

エ
ネ
ル
ギ
ー

未
満
の
も
の

消
費
性
能
基



準
適
合
建
築

面
積
が
三
百
平

十
五
万
千
円

認
定
申
請

物
で
あ
る
場

メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

合
に
あ
っ
て

千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

は
、
一
万
八

未
満
の
も
の

費
性
能
基
準

千
七
百
円
）

適
合
建
築
物

を

で
あ
る
場
合

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
千
円

認
定

に
あ
っ
て
は
、

メ
ー
ト
ル
以
上
二

（
建
築
物
エ

の
と

二
万
九
千
三

千
平
方
メ
ー
ト
ル

ネ
ル
ギ
ー
消

百
円
）

未
満
の
も
の

費
性
能
基
準

」

適
合
建
築
物

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

二
万
九
千
三

百
円
）

申
請

き
。

に
改
め
る
。

申
請

き
。



」

（
ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
六
千
三
百
円
」
を
「
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
四

千
百
円
」
を
「
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
千
九
百
円
」
を
「
三
千
二
百
円
」
に
改

め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
三
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
１
中
「
千
八
百
八
十
円
」
を
「
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
４
を
削
り
、

同
表
の
二
の
５
の

中
「
四
千
六
百
円
」
を
「
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
中
５
を
４
と
し
、

（六）

同
表
の
二
の
６
の

中
「
千
百
五
十
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
６
中

を
削
り
、

（二）

（三）

を

と
し
、

を
削
り
、
同
表
の
二
中
６
を
５
と
し
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
千
八
百
八
十
円

（四）

（三）

（五）

（一）

」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改

（二）

め
、
同
表
の
二
の
７
の

中
「
三
千
六
百
六
十
円
」
を
「
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７

（三）

の

の

中
「
千
三
百
五
十
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
７
の

の

中
「
千
六

（八）

（１）

（八）

（２）

百
七
十
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
中
７
を
６
と
し
、
同
表
の
二
の
６
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

７

食
品
物
性
測
定
試
験

一
試
料
一
項
目
に
つ
き

千
七
百
円

別
表
の
二
の
８
を
削
り
、
同
表
の
二
の
９
の

及
び

中
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
千
七
百
円
」

（一）

（三）

に
改
め
、
同
表
の
二
の
９
の

中
「
千
五
百
六
十
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
中
９

（四）

を
８
と
し
、
同
表
の
二
の

の

中
「
一
試
料
一
項
目
に
つ
き

千
二
百
五
十
円
」
を
「
一
試
料
一

10

（一）

項
目
に
つ
き

千
六
百
円
」
に
、
「
一
試
料
二
十
時
間
ご
と
に
つ
き
千
二
百
五
十
円
」
を
「
一
試
料



二
十
時
間
ご
と
に
つ
き
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の

の

及
び

中
「
四
千
四
百
円
」
を

10

（二）

（三）

「
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
中

を
９
と
し
、
同
表
の
二
の
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

10

る
。

機
械
・
金
属
材
料
試
験

10

強
度
試
験

（一）

万
能
試
験
機
に
よ
る
試
験

一
試
料
一
項
目
に
つ
き

三
千
七
百
円
。
た
だ

（１）

し
、
一
試
料
ご
と
に

千
七
百
三
十
円
を
加

算
す
る
。

万
能
試
験
機
以
外
に
よ
る
試
験

一
試
料
一
項
目
に
つ
き

二
千
百
円

（２）
か
た
さ
試
験

（二）

か
た
さ
測
定

一
試
料
一
項
目
五
点
ご

千
六
百
七
十
円

（１）

と
に
つ
き

か
た
さ
分
布
の
測
定

一
試
料
二
十
点
ご
と
に

六
千
二
百
四
十
円

（２）

つ
き

別
表
の
二
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11

金
属
組
織
試
験

11

マ
ク
ロ
試
験

一
試
料
に
つ
き

千
五
百
六
十
円

（一）

金
属
顕
微
鏡
に
よ
る
試
験

一
試
料
に
つ
き

五
千
三
百
円

（二）

別
表
の
二
中

及
び

を
削
り
、
同
表
の
二
の

中
「
四
千
二
百
八
十
円
」
を
「
四
千
五
百
円
」

12

13

14

に
改
め
、
同
表
の
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
の
三
を
削
り
、
同
表
の
四
中
「
五
百
十

14

12

15

13

円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
中
四
を
三
と
し
、
五
か
ら
十
七
ま
で
を
四
か
ら
十
六
ま
で
と

す
る
。

（
奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
奈
良
県
条

例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
名
称
及
び
位
置
等
）

第
二
条

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
使
用
で
き
る
車
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



名
称

位
置

使
用
で
き
る
車
種

奈
良
高
畑
自
動
車

奈
良
市
高
畑
町

乗
合
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、

駐
車
場

軽
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

奈
良
大
仏
殿
前
自

奈
良
市
水
門
町

乗
合
型
自
動
車
（
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
知
事

動
車
駐
車
場

が
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
、
普
通
自
動
車
、

小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
自
動
二
輪
車
を

除
く
。
）

奈
良
登
大
路
自
動

奈
良
市
登
大
路
町

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（

車
駐
車
場

自
動
二
輪
車
を
除
く
。
）

２

乗
降
場
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

奈
良
公
園
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

奈
良
市
登
大
路
町

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

使
用
区
分

使
用
料

駐
車
場
及
び
乗
降
場

乗
合
型
自
動
車

一
日
当
た
り

三
、
〇
〇
〇
円

を
使
用
す
る
場
合

乗
降
場
の
み
を
使
用

乗
合
型
自
動
車

一
日
当
た
り

二
、
〇
〇
〇
円

す
る
場
合



駐
車
場
の
み
を
使
用

乗
合
型
自
動
車

一
日
当
た
り

三
、
〇
〇
〇
円

す
る
場
合

普
通
自
動
車
、
小

一
日
一
回
に
つ
き

一
、
〇
〇
〇
円

型
自
動
車
及
び
軽

自
動
車
（
自
動
二

輪
車
を
除
く
。
）

自
動
二
輪
車
及
び

一
日
一
回
に
つ
き

三
〇
〇
円

原
動
機
付
自
転
車

注
１

乗
合
型
自
動
車
の
乗
客
が
県
内
に
宿
泊
す
る
場
合
に
お
い
て
、
奈
良
大
仏
殿
前
自
動
車
駐

車
場
の
連
日
使
用
（
午
前
零
時
ま
で
に
入
場
し
、
当
該
入
場
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
退
場
す

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
と
き
の
使
用
料
は
、
連
日
使
用
が
継
続
す
る
限
り

三
千
円
と
し
、
こ
の
表
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２

奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
奈
良
登
大
路
自
動
車
駐
車
場
に
お
け
る
二
時
間
未
満

の
駐
車
に
係
る
使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。

第
五
条

奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
奈
良
登
大
路
自
動
車
駐
車
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

奈
良
め
ぐ
り
平
城

奈
良
市
二
条
大
路

乗
合
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車

宮
跡
前
自
動
車
駐

南
四
丁
目
及
び
三

及
び
軽
自
動
車
（
自
動
二
輪
車
を
除
く
。
）

車
場

条
大
路
四
丁
目

第
二
条
第
二
項
の
表
奈
良
公
園
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
城
宮
跡
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

奈
良
市
二
条
大
路
南
四
丁
目
及
び
三
条
大
路
四

丁
目



「

一
日
一
回
に
つ
き

一
、
〇
〇
〇
円

別
表
駐
車
場
の
み
を
使
用
す
る
場
合
の
項
中

「

奈
良
め
ぐ
り

一
時
間

二
〇
〇
円
（
駐
車

平
城
宮
跡
前

以
内
に

す
る
時
間
が
二
十

自
動
車
駐
車

つ
き

四
時
間
以
内
に
つ

場
を
使
用
す

き
五
〇
〇
円
を
上

を

る
場
合

限
と
す
る
。
）

に
改
め
る
。

そ
の
他
の
駐

一
日
一

一
、
〇
〇
〇
円

」

車
場
を
使
用

回
に
つ

す
る
場
合

き

」

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と

す
る
。

別
表
第
四
中
十
五
を
削
り
、
十
六
を
十
五
と
し
、
十
七
を
十
六
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
二
百
七
十
六
の
項
か
ら
二
百
八
十
一
の
項
ま
で
の

改
正
規
定
、
同
表
三
百
八
十
三
の
二
の
項
を
同
表
三
百
八
十
三
の
二
の
三
の
項
と
し
、
同
表
三
百

八
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
三
百
九
十
九
の
項
の
改
正
規
定



公
布
の
日

二

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
二
百
三
十
七
の
項
の
改
正
規
定

令
和
三
年
六
月

一
日

三

第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
百
五
十
一
の
二
の
項
を
同
表
百
五
十
一
の
二
の
五

の
項
と
し
、
同
表
百
五
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
百
六
十
三
の
五

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
百
九
十
一
の
九
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
百
九
十
一
の
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

令
和
三
年
八
月
一
日

四

第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定

規
則
で
定
め
る
日

（
経
過
措
置
）

２

令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
手
数
料

条
例
別
表
第
一
の
百
五
十
一
の
二
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
十
二
条
第
七
項
」
と
し
、
同
表
百
五
十
一
の

二
の
三
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十

二
条
第
七
項
」
と
し
、
同
表
百
六
十
三
の
六
の
項
か
ら
百
六
十
三
の
八
の
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
項
中
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
第
九
項
」

と
す
る
。

３

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
営
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
以
後
当
該
営
業
に
つ
い
て
最
初
に
行
う
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
二
百
三
十
七
の
項
の
継
続
の
場
合
の



規
定
を
適
用
す
る
。

４

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に

関
す
る
条
例
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例

に
規
定
す
る
試
験
、
免
許
証
の
交
付
等
の
申
請
、
申
込
み
等
を
し
て
い
る
者
の
当
該
試
験
、
免
許
証

の
交
付
等
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良

県
自
動
車
乗
降
場
条
例
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
使
用
に
係
る
使
用
料

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県

立
都
市
公
園
条
例
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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